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第１章 圏域の概況

石田川圏域は、群馬県の東部に位置し太田市、尾島町、新田町、藪塚本町、笠懸町
及び埼玉県妻沼町の６市町で構成される石田川の流域からなる面積約１２５ｋｍ の地２

域である。圏域内の幹川である石田川は、利根川の一次支川であり、その石田川の支
川に八瀬川、蛇川、聖川、高寺川、大川が、さらに八瀬川の支川に八瀬川放水路、憩
川が、高寺川の支川に弁天沼川がある。

、 、 、石田川は 新田町大字大根地先の矢太神湧水池を源とし そのまま新田町を南流し
その後尾島町と新田町との境界を流れるよう進路を東南に変え、途中左岸より大川、
高寺川、聖川、蛇川を合流し太田市と尾島町の境界付近を流れ、さらに左岸より八瀬
川を合流して太田市古戸町地先で利根川に注いでいる。

石田川圏域の地形は、大間々扇状地と呼ばれる扇状地形が大部分を占めている。大
間々扇状地は、大間々町を扇頂として南へ発達し、伊勢崎市と太田市を結ぶ線を扇端
とする南北約１６ｋｍ、扇端幅約１２ｋｍの群馬県でも最大規模のもので、洪積世後
期に渡良瀬川の流れによって形成されたものである。また、圏域の北東部は、八王子
丘陵・金山丘陵と呼ばれる標高３００ｍ未満の丘陵地帯となっている。

砂礫層から成る扇状地は透水性が良く降雨などの水は、浸透し伏流する。その伏流
水は、扇央部の藪塚本町で最も深く、これより南へ浅くなり扇端である新田町の標高
５５ｍ～６０ｍ付近で湧水となっている。

これら湧水の一部である矢太神湧水池は石田川の、重殿湧水池は大川の源となって
流れ出している。また、藪塚本町と笠懸町は透水性の良い扇状地の中央部に位置する
ため、これまでに河川や排水路などが整備されていない地域となっている。

石田川圏域の気候は、内陸性の気候であり降雪は年に１から２回で積雪も数センチ
程度で、年間降水量は ～ と群馬県の平均降水量より若干少な目で1,000mm 1,200mm
ある。また、年平均気温は１５度前後で比較的温暖で暮らしやすい地域である。

このような穏やかな気候であるこの地域は、県内でも最も古くから人々が生活を営
んできた地域である。このため旧石器時代を代表する岩宿遺跡、古墳時代の天神山古

、 、 、 、 、墳 石田川遺跡 中世の新田荘 戦国時代の金山城 さらに江戸時代の日光例弊使道
銅山街道など多くの史跡が存在している。

扇状地の中央部は、透水性の良い砂礫層で地下水は深い所を流れているため容易に
1,600水を得られず、生活するためには、用水開発等が必要であった。このため、西暦

年前後には現在でもこの地域の主要な用水路である新田堀用水、岡登用水が渡良瀬川
から相次いで引かれ開墾が進められた。用水路はその後も整備が行われ、扇状地の土
壌を活かした農業が発達してきた。現在では、このような用水路の一部が高寺川、聖
川、蛇川、八瀬川の上流に接続している。

古くから人々が生活し開墾し開発してきたこの地域には、地域特有の自然環境が存
在している。唯一の山林地域である八王子丘陵・金山丘陵は、双方とも標高３００ｍ
未満の典型的な里山であり、多くの動植物が生育・生息している貴重な自然環境を有
する地区である。金山丘陵は鳥獣保護区に、特に金山城址の南側は特別保護区に指定
されている。矢太神湧水池を源とする石田川の県道伊勢崎新田線より上流部は、良好
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。 、な水質であることから植物や動物にとって良好な生育・生息環境を呈している また
湧水そのものも特徴的な自然環境と言える。

石田川圏域を構成する主要な市町である太田市、尾島町、新田町、藪塚本町、笠懸
町を合わせた人口は、約２３万人と県内でも人口集積の高い地域で、特に太田市は工
業を中心に発展してきた東毛地域最大の都市である。今後も太田市を中心に石田川圏
域では、人口の増加が見込まれる。また、５市町を合わせた土地利用状況は、住宅団
地、工業団地が造成されるなど開発が行われ耕地が減少してきた結果、現在では総面
積の約４５％が耕地、約５％が林野となっている。

当地域は、さらに北関東自動車道、東武伊勢崎線外２線太田駅付近連続立体交差事
業、利根・渡良瀬流域下水道（新田処理区 、新田町特定商業集積、新野脇谷住宅団）
地、渡良瀬川中央国営総合農地防災事業などの都市基盤、産業基盤の建設整備が行わ
れ、東毛地方拠点都市地域として、また隣接する栃木県と両毛広域圏として広域的に
発展が見込まれ、高次都市機能の集積、産業施設の立地促進及び定住性の向上が予想
される。
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第２章 河川の現況と課題

第１節 洪水による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

石田川圏域における過去の大きな水害は、昭和１０年、２２年、３４年、４１年、
５７年、平成３年、１０年に発生している。なかでも昭和２２年のカスリーン台風は
当地域だけでなく群馬県全域で未曾有の大災害をもたらした。また、昭和５７年９月
の台風１８号においても大きな被害が発生したことは記憶に新しく、最近では平成
１０年の７月、８月、９月に床上浸水を伴う水害が連続して発生している （表―１）。

石田川圏域における治水事業は、昭和１６年から石田川本川の河川改修を開始した
が、昭和２２年のカスリーン台風、昭和２３年のアイオン台風、昭和２４年のキティ

（ ）台風などにより相次いで洪水被害に見舞われたことを契機に計画の変更 昭和２９年
を行い河川改修を実施しているところである。一方、石田川に流入する各支川の河川
改修は、石田川本川の河川改修がある程度進捗したのちに実施するものとし昭和３７
年から八瀬川、昭和４５年から蛇川、平成元年から聖川、平成４年から大川の河川改
修にそれぞれ着手した。そのうち蛇川については平成８年に河川改修が完了したが、
それ以外の河川については現在も河川改修を実施中である。

河川改修以外の治水事業は、八瀬川において、太田市の市街地内の河道の拡幅が困
難であったため、その上流部の太田市大島町地先で洪水を分流し蛇川へ導く八瀬川放
水路を計画し昭和４２年度に完成した。また、高寺川については、太田市上田島町地
先で群馬県企業局が実施した沖野上田島工業団地の造成工事と協調して、高寺川調節
池（弁天沼川）を平成１０年度に完成させ、さらに大川では、河川改修とあわせて、
調節池を新田町反町地先で整備している。

このような治水施設の整備により大きな洪水被害は減少してきたが、依然として石
田川本川の上流部及び大川を始めとする各支川の未改修区間における溢水による浸水
被害や、石田川本川中下流築堤区間における内水による浸水被害が発生している。

また、石田川圏域の上流域では開発等による浸透能力の低下や排水路の不足による
浸水被害も発生している。さらに、石田川本川の中下流部では、河道の断面が小さい
部分や堤防幅が不十分で脆弱な箇所も存在しており、石田川圏域のさらなる発展が見
込まれるなか洪水被害軽減のために圏域全体を見据えた治水対策が今後とも必要であ
る。
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表 ― １ 近年の石田川圏域の水害（昭和５６年以降）
年 月 日 原 因 雨 量 床上浸水 床下浸水 農地浸水 宅地浸水

( ) （戸） （戸） （ｈａ） （ｈａ）mm

S57.9.10 9.13 18 219 103 739 828.2 87.90～ 豪雨、台風 号

S59.6. 7 7. 2 60 95 8.3～ 豪雨

S62.7.11 8. 8 5 50 8 0.2～ 豪雨、台風 号

H2. 9.11 9.20 19 114 1 15 0.16～ 豪雨、台風 号

H3. 8.11 8.13 83 5 171 2.06～ 豪雨

H3. 8.19 8.24 12 193 21 519 48.0 11.08～ 台風 号、豪雨

H3. 9.11 9.28 17 19 114 30 31.6 0.92～ 台風 ～ 号

豪雨

H3.10.8 10.18 21 147 34 0.39～ 台風 号

H5.8.27 11 78 1 3.0台風 号

H7.6.15 60 1 4.2豪雨

H8.7.15 23 1 32 0.62豪雨

H8.9.21 9.23 17 95 7 0.14～ 台風 号

H9.7.25 7.29 9 24 5 0.05～ 台風 号、豪雨

H10.7.29 7.30 35 1 20 0.19～ 豪雨

H10.8.26 8.31 4 192 4 133 1.76～ 豪雨、台風 号

H10.9.15 9.16 5 182 2 91 1.22～ 台風 号

H11.8.14 115 5.5豪雨

＊雨量は、気象庁桐生観測所の２日雨量（群馬県気象月報）
＊被害は、水害統計（建設省河川局）

第２節 河川の利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項

石田川圏域の河川の水は、多くの農業用水として利用されている。特に石田川の支
川である大川、高寺川、聖川、蛇川、八瀬川は、上流部に渡良瀬川から取水する岡登
用水、新田堀用水、及びこれらに関連する用水が接続していることから農業用水の供
給に大きな役割を担っている。このため石田川圏域の河川の平常時の流況は、渡良瀬
川からの用水供給が多い夏期においては比較的良好であるが、用水供給が減少する冬
期においてはあまり良くない状況である。

今後の石田川圏域の河川の水利用の見通しは、農地がこれから増えることは予想さ
れず、また工業用水、生活用水などの都市用水についても、利根川や渡良瀬川に求め
ていることから、大きな増加は予想されない。
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第３節 河川環境の整備と保全に関する事項

河川の水質については、各々の流域における利水状況等に応じて類型指定し、その
類型ごとに環境基準が定められているが、石田川圏域では石田川が類型指定されてお
り、大川合流点より上流部をＡ類型、下流部がＢ類型に定められている。石田川での
水質を河川の汚濁の代表的な指標であるＢＯＤで見ると、上流域での都市化の進展や
開発など流域の状況が変化していることから近年ではＡ類型、Ｂ類型の両水域とも環
境基準を達成できていない。特に平成９年、１０年、１１年の大川合流点上流部での
水質調査の結果が、群馬県のワースト５に入るなど、汚濁が進行している。しかしな
がら、支川である蛇川、高寺川、大川、八瀬川については、渡良瀬川からの用水供給
や太田市公共下水道整備の効果からか水質調査の結果は、ＢＯＤでは石田川に比べる
と良好である。

自然環境については、石田川圏域の各河川は大間々扇状地を流下しており、その周
辺環境は、扇状地中央部は田園地帯となっていて、扇状地の下端に行くにつれ都市地
域となっている。河川環境は田園地域、都市地域ともその周辺環境とマッチした良好

、 。な景観を呈しており 開発が進展してきている中で自然が残された貴重な空間である
石田川にはヨシ、マコモ類の水生植物が繁茂し動物、昆虫の生息基盤を形成してお

り、魚類については、ウグイ、オイカワ、メダカ、フナ、ドジョウなどの種が生息し
ている。水生植物については、県道伊勢崎新田線より上流部で貴重な植物であるカワ
モズク、カワジシャ、ナガエミクリが生育している。

支川の大川、聖川、蛇川はコンクリート護岸により２面張りの河川となっているも
のの、砂州には石田川と同様にヨシやマコモ類が生育し、ウグイ、オイカワ、フナ、
ドジョウなどの魚が生息している。八瀬川は、太田市の市街地を流れるコンクリート
護岸による２面張りの直線的な流路となっているため単調な水辺環境を呈しているが
ヨシなどの植物が生育している。

また、石田川、大川の源流でもある湧水群は、当地域の特徴的な水環境であるが、
近年は湧水量の減少や枯渇が危惧されており、圏域全体の水循環を見据えた対応が必
要である。

、 、 、 、生活環境としては 石田川に隣接して若宮ふれあい公園 ホタルの里公園 桜並木
蛇川の堤防にはサイクリングロード、八瀬川沿いには桜並木等の施設が整備されイベ
ント、レクリエーションなど人々の憩いの場として広く利用されている。また、石田
川、蛇川は、漁業権が設定されていることから釣り人の姿が見受けられ、特に利根川
合流部付近の石田川は良好な釣場となっており多くの釣り人で賑わっている。釣れる
魚は、コイ、ゲンゴロウブナ、ウグイ、オイカワ、モツゴなどである。さらに、石田
川圏域には河川環境に関心のある多くの河川愛護団体が堤防の草刈りやゴミ拾いなど
の美化活動を行っている。
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第３章 河川整備計画の目標に関する事項

第１節 計画対象区間及び計画対象期間

・計画対象区間は、石田川圏域内の一級河川の全区間とする （表―２）。

・計画対象期間は、石田川圏域内の一連の河川事業の完成によって効果が期待できる
今後３０年間とする。

表―２ 石田川圏域内河川一覧表
幹川 １次支川 ２次支川 延 長

13,629m石田川
12,060m八瀬川
1,300m憩川
1,250m八瀬川放水路

13,270m蛇川
5,600m聖川
4,800m高寺川
1,070m弁天沼川
5,800m大川

第２節 洪水による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

・石田川圏域の河川において、沿川の人口・資産の状況、現況の流下能力、災害の発生
状況等や群馬県の他河川とのバランスを考慮して概ね３０年に１回程度発生すると予

。 、 、 、 、想される洪水による氾濫を防止することを目標とする ただし 大川 高寺川 聖川
蛇川などの支川が流入する石田川本川中下流部は、築堤区間であり越水破堤した場合
に想定される被害の発生状況を考慮して概ね６０年に１回程度発生すると予想される

（ ）洪水 昭和５７年９月の台風１８号と同程度の降雨により発生すると予想される洪水
による氾濫を防止することを目標とする。

・石田川圏域内に発生する内水による家屋の浸水については、関係する市町と連携を図
って被害の軽減に努める。

第３節 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項

・石田川圏域の河川の流量は、渡良瀬川から取水する岡登用水、新田堀用水、及びこれ
らに関連する用水の供給に影響されることから、各用水の取水量や取水系統等を調査
し、また河川においては流量観測を継続して実施し、河川の水利用、景観、動植物の
保護等に必要な流量を今後、設定する。
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第４節 河川環境の整備と保全に関する事項

・湧水により水質が良好な河川や河畔林が茂っている河川は、自然が豊かで多くの動植
物が生息・生育している地域であることから、生息・生育環境を可能なかぎり保全し
自然を活かした水辺環境の整備を行う。

・災害復旧等で整備されたコンクリート護岸の河川を改修する場合は、土羽による植生
の回復に努め、動植物の生息・生育できるような水辺環境の整備を行う。

・コンクリートによる護岸整備を行う場合でも、みお筋等を整備し動植物の生息・生育
できるような水辺環境の整備を行う。

・市街地を流れる河川や近傍に公園などの人々が集まる施設がある河川では、地域の方
。々の意見も聴きながら気軽に人々が川にふれあうことのできる水辺空間の整備を行う

・近傍に史跡、遺跡が存在する河川では、それらの保全・活用を考慮し、また歴史的景
観と調和のとれた水辺空間の整備を行う。
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第３節 河川の維持管理の種類

石田川圏域の河川において日常的に以下のとおり維持管理を行う。

・河道に堆積した土砂や草木の繁茂などの影響により河川管理上支障となる場合は、
河川環境に配慮しつつ、堆積土の除去、立木の伐採、草刈りなどの必要な対策を行
う。

・堤防が不同沈下、法崩れ、ひび割れ等により弱体化した場合は、堤防の嵩上げや腹
付けなどの必要な対策を行う。

・護岸の亀裂など河川管理施設の異常を早期に発見するため、定期的な河川の巡視を
行うとともに、異常を発見した場合には、速やかに修繕などの必要な対策を行う。

・取水堰や橋梁などの占用施設で河道の洗掘や断面の阻害などの河川管理上支障とな
るものについては、施設管理者と調整し適切な処置に努める。
また、施設の新築や改築にあたっては、施設管理者に対して、治水上の影響、河川
環境の保全について指導する。

・地域住民と協力して河川環境の保全を行うため、草刈りや河川清掃などの河川愛護
活動を積極的に支援する。
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